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条 例  

 

 次 に 掲 げ る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。  

   令 和 ５ 年 12 月 21 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

１  横 浜 市 会 計 年 度 任 用 職 員 の 給 与 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 条 例 の 一  

 部 を 改 正 す る 条 例  

２  横 浜 市 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

３  横 浜 み ど り 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

４  地 方 税 法 第  314 条 の ７ 第 １ 項 第 ４ 号 に 掲 げ る 寄 附 金 を 受 け 入 れ  

 る 特 定 非 営 利 活 動 法 人 等 を 定 め る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

５  横 浜 市 地 区 セ ン タ ー 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

６  横 浜 市 国 民 健 康 保 険 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

７  横 浜 市 下 水 道 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

８  横 浜 市 公 園 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

９  横 浜 市 廃 棄 物 等 の 減 量 化 、 資 源 化 及 び 適 正 処 理 等 に 関 す る 条 例  

 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

10  横 浜 市 道 路 占 用 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

11  横 浜 市 河 川 占 用 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

12  横 浜 市 港 湾 施 設 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

13  横 浜 市 消 防 団 の 設 置 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

14  横 浜 市 火 災 予 防 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

15  横 浜 市 奨 学 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

16  横 浜 市 工 業 技 術 支 援 セ ン タ ー 条 例 を 廃 止 す る 条 例  
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横 浜 市 条 例 第 31 号  

   横 浜 市 会 計 年 度 任 用 職 員 の 給 与 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 条  

   例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 横 浜 市 会 計 年 度 任 用 職 員 の 給 与 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 条 例 （ 令 和

元 年 10 月 横 浜 市 条 例 第 24 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 第 ２ 条 中 「 、 期 末 手 当 」 の 次 に 「 、 勤 勉 手 当 」 を 加 え 、 「 及 び 期

末 手 当 」 を 「 、 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 」 に 改 め る 。  

 第 ８ 条 第 ２ 項 中 「  100 分 の  132.5 」 を 「 、 横 浜 市 職 員 に 対 す る 期

末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 31 年 12 月 横 浜 市 条 例 第 48 号

。 以 下 「 期 末 ・ 勤 勉 手 当 条 例 」 と い う 。 ） 第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る

職 員 が 受 け る べ き 給 料 、 扶 養 手 当 及 び こ れ ら に 対 す る 地 域 手 当 の 月

額 の 合 計 額 に 乗 じ る 割 合 （ 同 項 に 規 定 す る 管 理 職 員 に 適 用 す る も の

を 除 く 。 ） 」 に 、 「 横 浜 市 職 員 に 対 す る 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 に 関

す る 条 例 （ 昭 和 31 年 12 月 横 浜 市 条 例 第 48 号 ） 第 ２ 条 第 １ 項 」 を 「 同

項 」 に 改 め 、 同 条 第 ３ 項 中 「 横 浜 市 職 員 に 対 す る 期 末 手 当 及 び 勤 勉

手 当 に 関 す る 条 例 」 を 「 期 末 ・ 勤 勉 手 当 条 例 」 に 改 め 、 同 条 の 次 に

次 の １ 条 を 加 え る 。  

 （ 勤 勉 手 当 ）  

第 ８ 条 の ２  勤 勉 手 当 は 、 基 準 日 に そ れ ぞ れ 在 職 す る 会 計 年 度 任 用

職 員 （ 規 則 で 定 め る 者 に 限 る 。 ） に 支 給 す る 。  

２  前 項 の 勤 勉 手 当 の 額 は 、 第 ３ 条 の 規 定 に 基 づ き 会 計 年 度 任 用 職

員 ご と に 定 め ら れ た 給 料 等 の 額 に 、 そ れ ぞ れ そ の 基 準 日 以 前 ６ 箇

月 以 内 の 期 間 に お け る そ の 者 の 勤 務 期 間 の 区 分 に 応 じ て 期 末 ・ 勤

勉 手 当 条 例 第 ３ 条 第 １ 項 の 表 に 定 め る 割 合 に 勤 務 成 績 に 応 じ て 市

長 が 定 め る 基 準 に 従 っ て 任 命 権 者 が 定 め る 割 合 を 乗 じ て 得 た 割 合

を 、 乗 じ て 得 た 額 と す る 。  

３  前 項 の 場 合 に お い て 、 任 命 権 者 が 支 給 す る 勤 勉 手 当 の 額 の 総 額

は 、 第 ３ 条 の 規 定 に 基 づ き 会 計 年 度 任 用 職 員 ご と に 定 め ら れ た 給

料 等 の 額 に 、 期 末 ・ 勤 勉 手 当 条 例 第 ３ 条 第 ２ 項 第 １ 号 に 規 定 す る

割 合 （ 同 号 に 規 定 す る 管 理 職 員 に 適 用 す る も の を 除 く 。 ） を 乗 じ

て 得 た 額 の 総 額 を 超 え て は な ら な い 。  

４  期 末 ・ 勤 勉 手 当 条 例 第 ２ 条 の ２ 及 び 第 ２ 条 の ３ の 規 定 は 、 会 計

年 度 任 用 職 員 に 支 給 す る 勤 勉 手 当 に つ い て 準 用 す る 。  

   附  則  

 こ の 条 例 は 、 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
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横 浜 市 条 例 第 32 号  

   横 浜 市 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

第 １ 条  横 浜 市 手 数 料 条 例 （ 平 成 12 年 ３ 月 横 浜 市 条 例 第 32 号 ） の 一

部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  第 ２ 条 第 79 号 の 10 の 次 に 次 の １ 号 を 加 え る 。  

  (79) の 10 の ２  使 用 済 自 動 車 の 再  

   資 源 化 等 に 関 す る 法 律 第 60 条  

   第 １ 項 の 規 定 に 基 づ く 解 体 業  

   の 許 可 証 の 再 交 付 手 数 料    同         5,000 円  

  第 ２ 条 第 79 号 の 12 の 次 に 次 の １ 号 を 加 え る 。  

  (79) の 12 の ２  使 用 済 自 動 車 の 再  

   資 源 化 等 に 関 す る 法 律 第 67 条  

   第 １ 項 の 規 定 に 基 づ く 破 砕 業  

   の 許 可 証 の 再 交 付 手 数 料    同         5,000 円  

  第 ２ 条 第 80 号 中 「  5,000 円 」 を 「  10,000 円 」 に 改 め 、 同 条 第 81

号 中 「 許 可 に 係 る 」 を 削 り 、 「  3,000 円 」 を 「  5,000 円 」 に 改 め

、 同 条 第 90 号 中 「 、 第 38 条 の ５ 第 ９ 項 又 は 第 39 条 の 98 第 ９ 項 」 を

「 又 は 第 38 条 の ５ 第 ９ 項 」 に 改 め 、 同 条 第 91 号 中 「 、 第 38 条 の ５

第 10 項 第 ４ 号 又 は 第 39 条 の 98 第 10 項 第 ２ 号 」 を 「 又 は 第 38 条 の ５

第 10 項 第 ４ 号 」 に 改 め 、 同 条 第  127 号 中 「 、 第 63 条 第 ３ 項 第 ７ 号

ロ 又 は 第 68 条 の 69 第 ３ 項 第 ７ 号 ロ 」 を 「 又 は 第 63 条 第 ３ 項 第 ７ 号

ロ 」 に 改 め 、 同 条 第  130 号 を 次 の よ う に 改 め る 。  

  (130)  削 除  

  第 ２ 条 第  148 号 中 「 、 第 63 条 第 ３ 項 第 ７ 号 イ 又 は 第 68 条 の 69 第

３ 項 第 ７ 号 イ 」 を 「 又 は 第 63 条 第 ３ 項 第 ７ 号 イ 」 に 改 め 、 同 条 第  

 192 号 中 「 又 は 第 ３ 項 」 を 「 若 し く は 第 ３ 項 又 は 第 39 条 の 22 第 １

項 」 に 改 め る 。  

第 ２ 条  横 浜 市 手 数 料 条 例 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  第 ２ 条 第  192 号 中 「 第 39 条 の 22 第 １ 項 」 を 「 第 39 条 の 11 第 １ 項

」 に 改 め る 。  

   附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 次 の 各 号 に 掲 げ

る 規 定 は 、 当 該 各 号 に 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。  

 (1)  第 １ 条 中 第 ２ 条 第 79 号 の 10 の 次 に １ 号 を 加 え る 改 正 規 定 、 同

条 第 79 号 の 12 の 次 に １ 号 を 加 え る 改 正 規 定 並 び に 同 条 第 80 号 及

び 第 81 号 の 改 正 規 定  令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日  

 (2)  第 ２ 条 の 規 定  令 和 ８ 年 12 月 21 日  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  第 １ 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 横 浜 市 手 数 料 条 例 （ 次 項 に お い て
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「 新 条 例 」 と い う 。 ） 第 ２ 条 第 79 号 の 10 の ２ 及 び 第 79 号 の 12 の ２

の 規 定 は 、 前 項 第 １ 号 に 掲 げ る 改 正 規 定 の 施 行 の 日 以 後 の 申 請 に

係 る 手 数 料 に つ い て 適 用 す る 。  

３  新 条 例 第 ２ 条 第 80 号 及 び 第 81 号 の 規 定 は 、 附 則 第 １ 項 第 １ 号 に

掲 げ る 改 正 規 定 の 施 行 の 日 以 後 の 申 請 に 係 る 手 数 料 に つ い て 適 用

し 、 同 日 前 の 申 請 に 係 る 手 数 料 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る

。  
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横 浜 市 条 例 第 33 号  

   横 浜 み ど り 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 横 浜 み ど り 税 条 例 （ 平 成 20 年 12 月 横 浜 市 条 例 第 51 号 ） の 一 部 を 次

の よ う に 改 正 す る 。  

 第 ２ 条 に 次 の １ 項 を 加 え る 。  

３  令 和 ６ 年 度 か ら 令 和 10 年 度 ま で の 各 年 度 分 の 個 人 の 市 民 税 の 均

等 割 の 税 率 は 、 市 税 条 例 第 25 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 同 条 に 定 め

る 額 に  900 円 を 加 算 し た 額 と す る 。 こ の 場 合 に お け る 市 税 条 例 第

26 条 及 び 第 33 条 の ４ 第 １ 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 市 税 条 例 第

26 条 中 「 前 条 」 と あ り 、 及 び 市 税 条 例 第 33 条 の ４ 第 １ 項 た だ し 書

中 「 第 25 条 」 と あ る の は 、 「 横 浜 み ど り 税 条 例 第 ２ 条 第 ３ 項 」 と

す る 。  

 第 ３ 条 第 １ 項 中 「 平 成 36 年 ３ 月 31 日 」 を 「 令 和 11 年 ３ 月 31 日 」 に

改 め る 。  

 第 ５ 条 及 び 第 ６ 条 中 「 平 成 35 年 12 月 31 日 」 を 「 令 和 10 年 12 月 31 日

」 に 改 め る 。  

   附  則  

 こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 ２ 条 に １ 項 を 加

え る 改 正 規 定 は 、 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
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横 浜 市 条 例 第 34 号  

   地 方 税 法 第  314 条 の ７ 第 １ 項 第 ４ 号 に 掲 げ る 寄 附 金 を 受  

   け 入 れ る 特 定 非 営 利 活 動 法 人 等 を 定 め る 条 例 の 一 部 を 改  

   正 す る 条 例  

 地 方 税 法 第  314 条 の ７ 第 １ 項 第 ４ 号 に 掲 げ る 寄 附 金 を 受 け 入 れ る

特 定 非 営 利 活 動 法 人 等 を 定 め る 条 例 （ 平 成 24 年 12 月 横 浜 市 条 例 第 59

号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 別 表 特 定 非 営 利 活 動 法 人 こ ま ち ぷ ら す の 項 を 削 り 、 同 表 に 次 の よ

う に 加 え る 。  

特定非営利活動法人こどもネッ  

トミュージアム        

神奈川区鶴屋町２丁目21番  

地の８          

令和５年１月１日から  

令和10年12月31日まで  

特定非営利活動法人こまちぷら  

す              

戸塚区戸塚町 145 番地の６  令和６年１月１日から  

令和10年12月31日まで  

   附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 令 和 ６ 年 １ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 別 表 に  

 次 の よ う に 加 え る 改 正 規 定 （ 特 定 非 営 利 活 動 法 人 こ ど も ネ ッ ト ミ  

 ュ ー ジ ア ム の 項 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る  

 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 条 例 に よ る 改 正 前 の 地 方 税 法 第  314 条 の ７ 第 １ 項 第 ４ 号 に  

 掲 げ る 寄 附 金 を 受 け 入 れ る 特 定 非 営 利 活 動 法 人 等 を 定 め る 条 例 別  

 表 特 定 非 営 利 活 動 法 人 こ ま ち ぷ ら す の 項 の 規 定 は 、 こ の 規 定 に 規  

 定 す る 特 定 非 営 利 活 動 法 人 に 対 し て 同 表 の 右 欄 に 掲 げ る 期 間 内 に  

 寄 附 金 を 支 出 し た 場 合 に つ い て 、 な お そ の 効 力 を 有 す る 。  
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横 浜 市 条 例 第 35 号  

   横 浜 市 地 区 セ ン タ ー 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 横 浜 市 地 区 セ ン タ ー 条 例 （ 昭 和 48 年 ６ 月 横 浜 市 条 例 第 46 号 ） の 一

部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 別 表 第 １ の ２ の 表 中  

「  

横浜市菊名コミュニティハウス     を  

             」  

「  

横浜市菊名コミュニティハウス    

 に 改 め る 。  

横浜市たかたコミュニティハウス   

             」  

   附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 規 則 で 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 次 項 の 規

定 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 準 備 行 為 ）  

２  こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 横 浜 市 地 区 セ ン タ ー 条 例 の 規 定 に 基 づ

く 横 浜 市 た か た コ ミ ュ ニ テ ィ ハ ウ ス を 供 用 す る た め に 必 要 な 行 為

は 、 こ の 条 例 の 施 行 前 に お い て も 行 う こ と が で き る 。  
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横 浜 市 条 例 第 36 号  

   横 浜 市 国 民 健 康 保 険 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 横 浜 市 国 民 健 康 保 険 条 例 （ 昭 和 35 年 12 月 横 浜 市 条 例 第 35 号 ） の 一

部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 第 13 条 第 ２ 号 ウ 及 び 第 16 条 の ２ 第 ２ 号 イ 中 「 及 び 法 第 72 条 の ３ の

２ 第 １ 項 」 を 「 、 法 第 72 条 の ３ の ２ 第 １ 項 及 び 法 第 72 条 の ３ の ３ 第

１ 項 」 に 改 め る 。  

 第 16 条 の ７ 第 ２ 号 イ 中 「 第 72 条 の ３ 第 １ 項 」 の 次 に 「 及 び 法 第 72

条 の ３ の ３ 第 １ 項 」 を 加 え る 。  

 第 19 条 の ２ 第 ２ 項 中 「 場 合 」 の 次 に 「 （ 国 民 健 康 保 険 法 施 行 令 第

29 条 の ７ 第 ５ 項 （ 第 ８ 号 及 び 第 ９ 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） の 規 定 を

基 準 と し て 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 減 額 す る 場 合 を 除 く 。 ） 」 を

加 え る 。  

 付 則 第 ３ 項 及 び 第 10 項 中 「 及 び 法 第 72 条 の ３ の ２ 第 １ 項 」 を 「 、

法 第 72 条 の ３ の ２ 第 １ 項 及 び 法 第 72 条 の ３ の ３ 第 １ 項 」 に 改 め る 。  

   附  則  

 こ の 条 例 は 、 令 和 ６ 年 １ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
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横 浜 市 条 例 第 37 号  

   横 浜 市 下 水 道 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 横 浜 市 下 水 道 条 例 （ 昭 和 48 年 ６ 月 横 浜 市 条 例 第 37 号 ） の 一 部 を 次

の よ う に 改 正 す る 。  

 別 表 第 ３ 中  

「        「  

      4,700円  を        4,800円  に 、  

      」        」  

「        「  

     16,800円  を       18,000円  に 改 め る 。  

      」        」  

   附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 横 浜 市 下 水 道 条 例 別 表 第 ３ の 規 定 は 、

こ の 条 例 の 施 行 の 日 以 後 の 占 用 に 係 る 占 用 料 に つ い て 適 用 し 、 同

日 前 の 占 用 に 係 る 占 用 料 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  
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横 浜 市 条 例 第 38 号  

   横 浜 市 公 園 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 横 浜 市 公 園 条 例 （ 昭 和 33 年 ３ 月 横 浜 市 条 例 第 11 号 ） の 一 部 を 次 の

よ う に 改 正 す る 。  

 別 表 第 ２ 第 １ 号 イ の 表 中  

「        「  

      4,700円  を        4,800円  に 、  

      」        」  

「        「  

      1,270円  を        1,280円  に 、  

      」        」  

「        「  

      2,540円  を        2,550円  に 、  

      」        」  

「        「  

      1,400円  を        1,500円  に 改 め る 。  

      」        」  

   附  則  

 ( 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 条 例 の 施 行 の 際 現 に こ の 条 例 に よ る 改 正 前 の 横 浜 市 公 園 条

例 別 表 第 ２ 第 １ 号 イ の 規 定 に よ る 使 用 料 を 納 付 し て い る 者 の 使 用

料 に つ い て は 、 当 該 納 付 し た 使 用 料 に 係 る 使 用 の 期 間 に 限 り 、 こ

の 条 例 に よ る 改 正 後 の 横 浜 市 公 園 条 例 別 表 第 ２ 第 １ 号 イ の 規 定 に

か か わ ら ず 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  
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横 浜 市 条 例 第 39 号  

   横 浜 市 廃 棄 物 等 の 減 量 化 、 資 源 化 及 び 適 正 処 理 等 に 関 す  

   る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 横 浜 市 廃 棄 物 等 の 減 量 化 、 資 源 化 及 び 適 正 処 理 等 に 関 す る 条 例 （

平 成 ４ 年 ９ 月 横 浜 市 条 例 第 44 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 第 37 条 及 び 第 38 条 を 次 の よ う に 改 め る 。  

第 37 条  削 除  

 （ 産 業 廃 棄 物 管 理 票 ）  

第 38 条  規 則 で 定 め る 事 業 者 は 、 そ の 産 業 廃 棄 物 を 横 浜 市 の 処 理 施

設 に 搬 入 す る （ 運 搬 を 他 人 に 委 託 す る 場 合 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ）

と き は 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 搬 入 す る 産 業 廃 棄 物 の 種 類

、 数 量 そ の 他 の 事 項 に つ い て 、 産 業 廃 棄 物 管 理 票 （ 以 下 こ の 条 に

お い て 「 管 理 票 」 と い う 。 ） に 記 載 し て 市 長 に 提 出 し 、 又 は 電 子

情 報 処 理 組 織 を 使 用 し て 情 報 処 理 セ ン タ ー に 登 録 す る こ と が で き

る 。  

２  市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 管 理 票 が 提 出 さ れ た 場 合 に お い て 、

搬 入 さ れ た 産 業 廃 棄 物 の 処 分 が 終 了 し た と き は 、 規 則 で 定 め る と

こ ろ に よ り 、 管 理 票 に 必 要 な 事 項 を 記 載 し 、 当 該 産 業 廃 棄 物 を 搬

入 し た 事 業 者 又 は 当 該 産 業 廃 棄 物 の 運 搬 を 委 託 さ れ た 者 （ 次 項 に

お い て 「 受 託 産 廃 運 搬 業 者 」 と い う 。 ） に 管 理 票 の 写 し （ 同 項 に

お い て 「 写 し 」 と い う 。 ） を 送 付 し な け れ ば な ら な い 。  

３  前 項 の 規 定 に よ り 市 長 か ら 写 し の 送 付 を 受 け た 受 託 産 廃 運 搬 業

者 は 、 当 該 運 搬 を 委 託 し た 事 業 者 に 対 し 、 写 し を 送 付 し な け れ ば

な ら な い 。  

４  市 長 は 、 第 １ 項 に 規 定 す る 事 業 者 が 搬 入 す る 産 業 廃 棄 物 の 種 類

、 数 量 そ の 他 の 事 項 を 情 報 処 理 セ ン タ ー に 登 録 し た 場 合 に お い て

、 当 該 産 業 廃 棄 物 の 処 分 が 終 了 し た 旨 の 報 告 を 求 め ら れ た と き は

、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 し て 、 情

報 処 理 セ ン タ ー に そ の 旨 を 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  

５  市 長 は 、 提 出 さ れ た 管 理 票 に 虚 偽 の 記 載 が あ る と 認 め る と き 、

又 は 情 報 処 理 セ ン タ ー に 登 録 さ れ た 内 容 に 虚 偽 が あ る と 認 め る と

き は 、 当 該 産 業 廃 棄 物 の 横 浜 市 の 処 理 施 設 へ の 受 入 れ を 拒 否 す る

こ と が で き る 。  

 第 38 条 の ２ 中 「 に お い て 」 の 次 に 「 読 み 替 え て 」 を 加 え 、 「 （ 以

下 「 生 活 環 境 影 響 調 査 」 と い う 。 ） 」 を 削 る 。  

 第 38 条 の ５ の 次 に 次 の ２ 条 を 加 え る 。  

 （ 非 常 災 害 に 係 る 一 般 廃 棄 物 処 理 施 設 に 関 す る 特 例 ）  

第 38 条 の ５ の ２  法 第 ９ 条 の ３ の ２ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 同 意 に 係 る

一 般 廃 棄 物 処 理 施 設 を 設 置 し よ う と す る 場 合 に お け る 第 38 条 の ２

、 第 38 条 の ４ 及 び 前 条 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 第 38 条 の ２ 中 「
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同 条 第 ９ 項 」 と あ る の は 「 法 第 ９ 条 の ３ の ２ 第 ２ 項 の 規 定 に よ り

読 み 替 え て 適 用 す る 法 第 ９ 条 の ３ 第 ９ 項 」 と 、 第 38 条 の ４ 第 ２ 項

中 「 １ 月 間 」 と あ る の は 「 １ 月 以 内 で 非 常 災 害 の 状 況 を 勘 案 し て

市 長 が 定 め て 告 示 す る 期 間 」 と 、 前 条 第 ２ 項 中 「 ２ 週 間 を 経 過 す

る 日 」 と あ る の は 「 ２ 週 間 以 内 で 非 常 災 害 の 状 況 を 勘 案 し て 市 長

が 定 め て 告 示 す る 日 」 と す る 。  

第 38 条 の ５ の ３  法 第 ９ 条 の ３ の ３ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 横 浜 市 か ら

非 常 災 害 に よ り 生 じ た 廃 棄 物 の 処 分 の 委 託 を 受 け た 者 （ 以 下 「 災

害 廃 棄 物 処 分 受 託 者 」 と い う 。 ） が 当 該 処 分 を 行 う た め の 一 般 廃

棄 物 処 理 施 設 を 設 置 し よ う と す る 場 合 に お い て は 、 第 38 条 の ２ か

ら 第 38 条 の ４ ま で の 規 定 は 法 第 ９ 条 の ３ の ３ 第 ２ 項 （ 同 条 第 ３ 項

に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 法 第 ９ 条 の ３ 第 ９ 項 に お い て 読 み 替

え て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） の 規 定 に よ る 公 衆 へ の 縦

覧 に つ い て 、 第 38 条 の ５ の 規 定 は 法 第 ９ 条 の ３ の ３ 第 ２ 項 の 規 定

に よ る 意 見 書 の 提 出 に つ い て 、 そ れ ぞ れ 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お

い て 、 第 38 条 の ２ 中 「 第 ９ 条 の ３ 第 ２ 項 （ 同 条 第 ９ 項 」 と あ る の

は 「 第 ９ 条 の ３ の ３ 第 ２ 項 （ 同 条 第 ３ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用

す る 法 第 ９ 条 の ３ 第 ９ 項 」 と 、 「 同 条 第 １ 項 」 と あ る の は 「 法 第

９ 条 の ３ の ３ 第 １ 項 」 と 、 同 条 か ら 第 38 条 の ４ ま で の 規 定 中 「 調

査 書 」 と あ る の は 「 受 託 に 係 る 調 査 書 」 と 、 同 条 及 び 第 38 条 の ５

中 「 第 ９ 条 の ３ 第 ２ 項 」 と あ る の は 「 第 ９ 条 の ３ の ３ 第 ２ 項 」 と

、 同 条 第 １ 項 中 「 第 38 条 の ３ 」 と あ る の は 「 第 38 条 の ５ の ３ に お

い て 読 み 替 え て 準 用 す る 第 38 条 の ３ 」 と 、 同 条 第 ２ 項 中 「 前 条 第

２ 項 」 と あ る の は 「 第 38 条 の ５ の ３ に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る

前 条 第 ２ 項 」 と 、 「 を 経 過 す る 」 と あ る の は 「 以 内 で 非 常 災 害 の

状 況 を 勘 案 し て 市 長 が 定 め て 告 示 す る 」 と 、 第 38 条 の ２ 中 「 縦 覧

及 び 意 見 書 を 提 出 す る 機 会 の 付 与 」 と あ る の は 「 縦 覧 」 と 、 「 焼

却 施 設 及 び 同 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 一 般 廃 棄 物 の 最 終 処 分 場 」 と あ

る の は 「 焼 却 施 設 」 と 、 第 38 条 の ３ の 見 出 し 中 「 縦 覧 等 」 と あ る

の は 「 縦 覧 」 と 、 同 条 中 「 法 第 ９ 条 の ３ 第 ２ 項 」 と あ る の は 「 災

害 廃 棄 物 処 分 受 託 者 が 法 第 ９ 条 の ３ の ３ 第 ２ 項 」 と 、 「 供 し 、 意

見 書 を 提 出 す る 機 会 を 付 与 し よ う 」 と あ る の は 「 供 し よ う 」 と 、

第 38 条 の ４ 中 「 前 条 」 と あ る の は 「 第 38 条 の ５ の ３ に お い て 読 み

替 え て 準 用 す る 前 条 」 と 、 同 条 第 ２ 項 中 「 １ 月 間 」 と あ る の は 「

１ 月 以 内 で 非 常 災 害 の 状 況 を 勘 案 し て 市 長 が 定 め て 告 示 す る 期 間

」 と 読 み 替 え る も の と す る 。  

 第 38 条 の ６ 中 「 前 ３ 条 」 を 「 第 38 条 の ３ か ら 第 38 条 の ５ ま で 」 に

改 め る 。  

 第 47 条 の ２ 中 「 す る も の 」 の 次 に 「 、 法 第 ９ 条 の ２ の ４ 第 １ 項 の

規 定 に よ り 一 般 廃 棄 物 処 理 施 設 で あ っ て 熱 回 収 の 機 能 を 有 す る も の
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（ 以 下 こ の 条 に お い て 「 熱 回 収 施 設 」 と い う 。 ） の 認 定 を 受 け よ う

と す る 者 、 同 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 熱 回 収 施 設 の 認 定 の 更 新 を 受 け

よ う と す る 者 」 を 加 え 、 同 条 中 第 ５ 号 を 第 ７ 号 と し 、 第 ４ 号 を 第 ６

号 と し 、 第 ３ 号 の 次 に 次 の ２ 号 を 加 え る 。  

 (4)  熱 回 収 施 設 認 定 申 請 手 数 料   

               １ 件 に つ き   33,000 円  

 (5)  熱 回 収 施 設 認 定 更 新 申 請 手 数 料  

               １ 件 に つ き   20,000 円  

   附  則  

 こ の 条 例 は 、 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
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横 浜 市 条 例 第 40 号  

   横 浜 市 道 路 占 用 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 横 浜 市 道 路 占 用 料 条 例 （ 昭 和 32 年 ３ 月 横 浜 市 条 例 第 ９ 号 ） の 一 部

を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 別 表 中  

「        「  

      4,700円  を        4,800円  に 、  

      」        」  

「  

広       告       塔 
表示面積１平方メ  

ートルにつき１年  
     14,000円  を  

                        」  

「  

広       告       塔 
表示面積１平方メ  

ートルにつき１年  
     15,000円  に 、  

                        」  

「  

法 第 3 2条 第 １ 項 第 ３ 号 及 び 第 ４ 号 に 掲 げ る 施 設 

占用面積１平方メ  

ートルにつき１年  

    5,500円  

法第32条第１項  

第５号に掲げる  

施設      

地下街及び地  

下室     

階 数 が １ の も の 
Ａに 0.005 を  

乗じて得た額  

階 数 が ２ の も の 
Ａに 0.008 を  

乗じて得た額  

階数が３以上のもの 
Ａに0.01を  

乗じて得た額  

上 空 に 設 け る 通 路     6,800円  

地 下 に 設 け る 通 路     4,100円  

そ  の  他  の  も  の     5,500円  

                            」  

を  

「  

 

 

 

 

 

 

 

自動運  

法第２条第２  

項第５号に規  

定する自動運  

行装置による  

検知の対象と  

して設置する  

導線その他の  

地下に設ける  

もの      

長さ１メートル  

につき１年   

       17円  

その他のもの         55円  

 



                     横 浜 市 報    号外第20 令和５年12月21日 

16 

法第32条第１項  

第３号に掲げる  

施設      

 

 

 

 

 

 

 

行補助  

施設  

 

 

 

 

 

 

線類        

道路の構造又は交通の状況  

を表示する標示柱その他の  

柱類           

１本につき１年      4,400円  

その他のもの  

上空に設ける  

もの     

 

占用面積１平方メ  

ートルにつき１年  

    2,800円  

地下に設ける  

もの     
    1,700円  

そ の 他 の も の     5,500円  

法 第 32 条 第 １ 項 第 ４ 号 に 掲 げ る 施 設     5,500円  

法第32条第１項  

第５号に掲げる  

施設      

地下街及び地  

下室     

階 数 が １ の も の 
Ａに 0.004 を 

乗じて得た額  

階 数 が ２ の も の 
Ａに 0.006 を 

乗じて得た額  

階数が３以上のもの 
Ａに 0.007 を 

乗じて得た額  

上 空 に 設 け る 通 路     7,600円  

地 下 に 設 け る 通 路     4,500円  

そ の 他 の も の      5,500円  

                            」   

に 、  

「        「         

        140円 

 を  

        150円 

 に 、  

      1,400円       1,500円 

      1,400円       1,500円 

     14,000円      15,000円 

      」        」  

「        「  

        140円 

 

 

 

 を  

        150円 

 

 

 

 に 、  

      1,400円       1,500円 

        140円         150円 

      1,400円       1,500円 
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     14,000円       15,000円  

      6,800円        7,600円  

      」        」  

「        「  

Ａに 0.033 を  

乗じて得た額  
 を  

Ａに 0.031 を  

乗じて得た額  
 に 、  

     1,400円       1,500円  

      」        」  

「  

令第７条第８号  

に掲げる施設  

トンネルの上又は高架の道路の路面下 

に設けるもの            

 

 

 

 

 

占用面積１平方メ  

ートルにつき１年  

Ａに 0.011 を  

乗じて得た額  

上  空 に  設  け る  も の 
Ａに 0.023 を  

乗じて得た額  

地下（トンネ  

ルの上の地下  

を除く。）に  

設けるもの  

階 数 が １ の も の 
Ａに 0.005 を  

乗じて得た額  

階 数 が ２ の も の 
Ａに 0.008 を  

乗じて得た額  

階数が３以上のもの  
Ａに0.01を  

乗じて得た額  

そ   の   他   の   も   の 
Ａに 0.033 を  

乗じて得た額  

令第７条第９号  

に掲げる施設  

建      築      物 
Ａに 0.011 を  

乗じて得た額  

そ   の   他   の   も   の 
Ａに 0.008 を  

乗じて得た額  

令第７条第10号  

に掲げる施設及  

び自動車駐車場  

建      築      物 
Ａに 0.023 を  

乗じて得た額  

そ   の   他   の   も   の 
Ａに 0.008 を  

乗じて得た額  

令第７条第11号  

に掲げる応急仮  

設建築物    

トンネルの上又は高架の道路の路面下 

に設けるもの           

Ａに 0.011 を  

乗じて得た額  

上 空 に 設 け る も の 
Ａに 0.023 を  

乗じて得た額  

そ   の   他   の   も   の 
Ａに 0.033 を  

乗じて得た額  

令 第 ７ 条 第 12 号 に 掲 げ る 器 具 
Ａに 0.033 を  

乗じて得た額  
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令第７条第13号  

に掲げる施設  

トンネルの上又は自動車専用道路（高 

架のものに限る。）の路面下に設ける 

もの                

 

Ａに 0.011 を  

乗じて得た額  

上 空 に 設 け る も の 
Ａに 0.023 を  

乗じて得た額  

そ   の   他   の   も   の 
Ａに 0.033 を  

乗じて得た額  

                            」  

を  

「  

令第７条第８号  

に掲げる施設  

トンネルの上又は高架の道路の路面下 

に設けるもの             

 

Ａに 0.008 を  

乗じて得た額  

上 空 に 設 け る も の 
Ａに 0.017 を  

乗じて得た額  

地下（トンネ  

ルの上の地下  

を除く。）に  

設けるもの  

階 数 が １ の も の  
Ａに 0.004 を  

乗じて得た額  

階 数 が ２ の も の 

 

Ａに 0.006 を  

乗じて得た額  

階数が３以上のもの  
Ａに 0.007 を  

乗じて得た額  

そ   の   他   の   も   の 
Ａに 0.025 を  

乗じて得た額  

令第７条第９号  

に掲げる施設  

建      築      物 
Ａに0.01を  

乗じて得た額  

そ   の   他   の   も   の  
Ａに 0.007 を  

乗じて得た額  

令第７条第10号  

に掲げる施設及  

び自動車駐車場  

建      築      物 
占用面積１平方メ  

ートルにつき１年  

 

 

Ａに 0.022 を  

乗じて得た額  

そ   の   他   の   も   の 
Ａに 0.007 を  

乗じて得た額  

令第７条第11号  

に掲げる応急仮  

設建築物    

トンネルの上又は高架の道路の路面下 

に設けるもの            
 

Ａに0.01を  

乗じて得た額  

上 空 に 設 け る も の  
Ａに 0.022 を  

乗じて得た額  

そ   の   他   の   も   の  
Ａに 0.031 を  

乗じて得た額  

令 第 ７ 条 第 12 号 に 掲 げ る 器 具  
Ａに 0.025 を  

乗じて得た額  

 トンネルの上又は自動車専用道路（高  Ａに0.01を  
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令第７条第13号  

に掲げる施設  

 

架のものに限る。）の路面下に設ける 

もの                
 

乗じて得た額  

 

上 空 に 設 け る も の  
Ａに 0.022 を  

乗じて得た額  

そ   の   他   の   も   の  
Ａに 0.031 を  

乗じて得た額  

令 第 ７ 条 第 14 号 に 掲 げ る 施 設  
Ａに 0.031 を  

乗じて得た額  
 
                            」  

に 改 め る 。  

   附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 条 例 の 施 行 の 際 現 に こ の 条 例 に よ る 改 正 前 の 横 浜 市 道 路 占

 用 料 条 例 別 表 の 規 定 に よ る 占 用 料 を 納 付 し て い る 者 の 占 用 料 に つ  

 い て は 、 当 該 納 付 し た 占 用 料 に 係 る 占 用 の 期 間 に 限 り 、 こ の 条 例  

 に よ る 改 正 後 の 横 浜 市 道 路 占 用 料 条 例 別 表 の 規 定 に か か わ ら ず 、  

 な お 従 前 の 例 に よ る 。  
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横 浜 市 条 例 第 41 号  

   横 浜 市 河 川 占 用 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 横 浜 市 河 川 占 用 料 条 例 （ 平 成 12 年 ３ 月 横 浜 市 条 例 第 30 号 ） の 一 部

を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 別 表 中   

「        「  

      4,700円  を        4,800円  に  

      」        」  

「        「  

     16,800円  を       18,000円  に 改 め る 。  

      」        」  

   附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 横 浜 市 河 川 占 用 料 条 例 別 表 の 規 定 は 、

こ の 条 例 の 施 行 の 日 以 後 の 占 用 に 係 る 占 用 料 に つ い て 適 用 し 、 同

日 前 の 占 用 に 係 る 占 用 料 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  
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横 浜 市 条 例 第 42 号  

   横 浜 市 港 湾 施 設 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 横 浜 市 港 湾 施 設 条 例 （ 平 成 30 年 10 月 横 浜 市 条 例 第 52 号 ） の 一 部 を

次 の よ う に 改 正 す る 。  

 別 表 第 ２ 第 １ 号 の 表 中  

「        「  

      4,700円  を        4,800円  に 、  

      」        」  

「        「  

     14,000円  を       15,000円  に 改 め 、 同 表 第 ３ 号 の 表 中  

      」        」  

「        「  

        140円 

 を  

        150円 

 に 改 め 、 同 表 第 ４ 号 の 表 中  

      1,400円       1,500円 

        140円         150円 

      1,400円       1,500円 

      6,800円       7,600円 

      」        」  

「        「  

        140円 

 を  

        150円 

 に 改 め る 。  
      1,400円       1,500円 

      」        」  

   附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 横 浜 市 港 湾 施 設 条 例 別 表 第 ２ の 規 定 は

、 こ の 条 例 の 施 行 の 日 以 後 の 占 用 に 係 る 占 用 料 に つ い て 適 用 し 、

同 日 前 の 占 用 に 係 る 占 用 料 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  
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横 浜 市 条 例 第 43 号  

   横 浜 市 消 防 団 の 設 置 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条  

   例  

 横 浜 市 消 防 団 の 設 置 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 38 年 10 月 横 浜 市 条 例 第

35 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 第 ２ 条 第 ２ 項 の 表 横 浜 市 伊 勢 佐 木 消 防 団 の 項 を 次 の よ う に 改 め る

。  

横浜市中消防団  中 区 の 区 域  

 第 ２ 条 第 ２ 項 の 表 横 浜 市 加 賀 町 消 防 団 の 項 及 び 横 浜 市 山 手 消 防 団

の 項 を 削 る 。  

   附  則  

 こ の 条 例 は 、 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
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横 浜 市 条 例 第 44 号  

   横 浜 市 火 災 予 防 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 横 浜 市 火 災 予 防 条 例 （ 昭 和 48 年 12 月 横 浜 市 条 例 第 70 号 ） の 一 部 を

次 の よ う に 改 正 す る 。  

 第 14 条 第 １ 項 第 ３ 号 の ２ 中 「 キ ュ ー ビ ク ル 式 の も の に あ っ て は 、  

」 を 削 り 、 同 条 第 ２ 項 た だ し 書 中 「 造 り 」 を 「 造 ら れ 」 に 改 め る 。  

 第 14 条 の ２ 第 １ 項 第 ３ 号 中 「 雨 水 等 」 を 「 筐 体 は 、 雨 水 等 」 に 改

め る 。  

 第 16 条 第 １ 項 を 次 の よ う に 改 め る 。  

  蓄 電 池 設 備 （ 蓄 電 池 容 量 が 10 キ ロ ワ ッ ト 時 以 下 の も の 及 び 蓄 電

池 容 量 が 10 キ ロ ワ ッ ト 時 を 超 え 20 キ ロ ワ ッ ト 時 以 下 の も の で あ っ

て 蓄 電 池 設 備 の 出 火 防 止 措 置 及 び 延 焼 防 止 措 置 に 関 す る 基 準 （ 令

和 ５ 年 消 防 庁 告 示 第 ７ 号 ） 第 ２ に 定 め る も の を 除 く 。 以 下 こ の 条

に お い て 同 じ 。 ） は 、 次 に 掲 げ る 基 準 に よ ら な け れ ば な ら な い 。  

 (1)  地 震 等 に よ り 容 易 に 転 倒 し 、 亀 裂 し 、 又 は 破 損 し な い 構 造 と

す る こ と 。  

 (2)  電 槽 は 、 遮 光 措 置 を 講 じ 、 温 度 変 化 が 急 激 で な い と こ ろ に 設

け る こ と 。  

 (3)  開 放 形 鉛 蓄 電 池 を 用 い た も の に あ っ て は 、 そ の 電 槽 は 、 耐 酸

性 の 床 上 又 は 台 上 に 設 け る こ と 。  

 第 16 条 第 ３ 項 を 次 の よ う に 改 め る 。  

３  屋 外 に 設 け る 蓄 電 池 設 備 （ 柱 上 及 び 道 路 上 に 設 け る 電 気 事 業 者

用 の も の 、 蓄 電 池 設 備 の 出 火 防 止 措 置 及 び 延 焼 防 止 措 置 に 関 す る

基 準 第 ３ に 定 め る も の 並 び に 消 防 長 が 火 災 予 防 上 支 障 が な い と 認

め る 構 造 を 有 す る キ ュ ー ビ ク ル 式 の も の を 除 く 。） に あ っ て は 、

建 築 物 か ら ３ メ ー ト ル 以 上 の 距 離 を 保 た な け れ ば な ら な い 。 た だ

し 、 不 燃 材 料 で 造 ら れ 、 又 は 覆 わ れ た 外 壁 で 開 口 部 の な い も の に

面 す る と き は 、 こ の 限 り で な い 。  

 第 16 条 第 ４ 項 中 「 第 ２ 項 」 を 「 第 14 条 の ２ 第 １ 項 第 ３ 号 」 に 改 め

る 。  

 第 74 条 第 １ 項 第 11 号 中 「 蓄 電 池 設 備 」 の 次 に 「 （ 蓄 電 池 容 量 が 20

キ ロ ワ ッ ト 時 以 下 の も の を 除 く 。 ） 」 を 加 え る 。  

 別 表 第 ３ ち ゅ う 房 設 備 の 項 中  

「  

気

体

燃

料 

不

燃

以

外 

開

放

式 

組 込 型 こ ん ろ ・ グ リ

ル 付 こ ん ろ ・ グ リ ド

ル 付 こ ん ろ 、 キ ャ ビ

ネ ッ ト 型 こ ん ろ ・ グ

リ ル 付 こ ん ろ ・ グ リ

ド ル 付 こ ん ろ  

14 キ ロ ワ ッ ト 以 下   100 

 

15  

注  

15  

 

15  

注  
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据 置 型 レ ン ジ  21 キ ロ ワ ッ ト 以 下   100 

 

15  

注  

15  

 

15  

注  

不

燃 

開

放

式 

組 込 型 こ ん ろ ・ グ リ

ル 付 こ ん ろ ・ グ リ ド

ル 付 こ ん ろ 、 キ ャ ビ

ネ ッ ト 型 こ ん ろ ・ グ

リ ル 付 こ ん ろ ・ グ リ

ド ル 付 こ ん ろ  

14 キ ロ ワ ッ ト 以 下    80   0 ―    0 

据 置 型 レ ン ジ  21 キ ロ ワ ッ ト 以 下    80   0 ―    0 

                             」  

を  

「  

気

体

燃

料 

不

燃

以

外 

開

放

式 

組 込 型 こ ん ろ ・ グ リ

ル 付 こ ん ろ ・ グ リ ド

ル 付 こ ん ろ 、 キ ャ ビ

ネ ッ ト 型 こ ん ろ ・ グ

リ ル 付 こ ん ろ ・ グ リ

ド ル 付 こ ん ろ  

14 キ ロ ワ ッ ト 以 下   100 

 

15  

注  

15  

 

15  

注  

据 置 型 レ ン ジ  21 キ ロ ワ ッ ト 以 下   100 

 

15  

注  

15  

 

15  

注  

不

燃 

開

放

式 

組 込 型 こ ん ろ ・ グ リ

ル 付 こ ん ろ ・ グ リ ド

ル 付 こ ん ろ 、 キ ャ ビ

ネ ッ ト 型 こ ん ろ ・ グ

リ ル 付 こ ん ろ ・ グ リ

ド ル 付 こ ん ろ  

14 キ ロ ワ ッ ト 以 下    80   0 ―    0 

据 置 型 レ ン ジ  21 キ ロ ワ ッ ト 以 下    80   0 ―    0 

固

体

燃

料 

不

燃

以

外 

木

炭

を

燃

料

と

す

る

も

の 

炭 火 焼 き 器   ―  100  50  50  50 
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 不

燃 

 

木 

炭

を

燃

料

と

す

る

も

の 

炭 火 焼 き 器   ―   80  30 ―   30 

                             」  

に 改 め る 。  

   附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 令 和 ６ 年 １ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 条 例 の 施 行 の 際 現 に 設 置 さ れ 、 又 は 設 置 の 工 事 が さ れ て い

る 燃 料 電 池 発 電 設 備 、 変 電 設 備 、 内 燃 機 関 を 原 動 力 と す る 発 電 設

備 及 び 蓄 電 池 設 備 （ こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 横 浜 市 火 災 予 防 条 例

（ 以 下 「 新 条 例 」 と い う 。 ） 第 16 条 第 １ 項 に 規 定 す る 蓄 電 池 設 備

を い い 、 附 則 第 ４ 項 に 規 定 す る も の を 除 く 。 次 項 に お い て 同 じ 。

） の う ち 、 新 条 例 第 14 条 第 １ 項 第 ３ 号 の ２ （ 新 条 例 第 11 条 の ２ 第

１ 項 及 び 第 ３ 項 、 第 14 条 第 ３ 項 、 第 15 条 第 ２ 項 及 び 第 ３ 項 並 び に

第 16 条 第 ２ 項 及 び 第 ４ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定

に 適 合 し な い も の （ キ ュ ー ビ ク ル 式 の も の を 除 く 。 ） に つ い て は

、 当 該 規 定 は 、 適 用 し な い 。  

３  こ の 条 例 の 施 行 の 際 現 に 設 置 さ れ 、 又 は 設 置 の 工 事 が さ れ て い

る 蓄 電 池 設 備 で 、 新 条 例 第 16 条 第 １ 項 （ 第 １ 号 に 係 る 部 分 に 限 る

。 ） の 規 定 に 適 合 し な い も の の 位 置 及 び 構 造 の 基 準 に つ い て は 、

同 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

４  新 条 例 第 16 条 第 １ 項 に 規 定 す る 蓄 電 池 設 備 に 新 た に 該 当 す る こ

と と な る も の の う ち 、 こ の 条 例 の 施 行 の 際 現 に 設 置 さ れ て い る も

の 及 び こ の 条 例 の 施 行 の 日 か ら 起 算 し て ２ 年 を 経 過 す る 日 ま で の

間 に 設 置 さ れ た も の で 、 同 条 の 規 定 に 適 合 し な い も の に つ い て は

、 当 該 規 定 は 、 適 用 し な い 。  
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横 浜 市 条 例 第 45 号  

   横 浜 市 奨 学 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 横 浜 市 奨 学 条 例 （ 昭 和 28 年 ４ 月 横 浜 市 条 例 第 14 号 ） の 一 部 を 次 の

よ う に 改 正 す る 。  

 第 ５ 条 を 次 の よ う に 改 め る 。  

 （ 志 願 手 続 ）  

第 ５ 条  奨 学 生 を 志 願 す る 者 （ 次 項 に お い て 「 志 願 者 」 と い う 。 ）

は 、 教 育 委 員 会 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 奨 学 生 願 書 を 教 育 委

員 会 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  志 願 者 が 在 学 す る 高 等 学 校 の 学 校 長 は 、 当 該 志 願 者 が 第 ２ 条 の

規 定 に 該 当 す る と 認 め た と き は 、 推 薦 調 書 を 教 育 委 員 会 に 提 出 し

な け れ ば な ら な い 。  

 第 ７ 条 中 「 、 保 護 者 連 署 の 上 、 当 該 学 校 長 を 経 て 」 を 削 る 。  

 第 ８ 条 中 「 毎 月 当 該 学 校 長 を 経 て 」 を 「 教 育 委 員 会 が 定 め る 日 に

１ 年 分 を 一 括 し て 」 に 改 め 、 同 条 た だ し 書 を 削 る 。  

   附  則  

 こ の 条 例 は 、 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
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横 浜 市 条 例 第 46 号  

   横 浜 市 工 業 技 術 支 援 セ ン タ ー 条 例 を 廃 止 す る 条 例  

 横 浜 市 工 業 技 術 支 援 セ ン タ ー 条 例 （ 昭 和 38 年 12 月 横 浜 市 条 例 第 44

号 ） は 、 廃 止 す る 。  

   附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 条 例 の 施 行 の 日 前 の 依 頼 に 係 る 手 数 料 及 び 使 用 料 に つ い て

は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

 




